
●歳出については、取組期間中の全年度で本方針の推計より増加していますが、実質収支が赤字となった年度はありませ
ん。また、決算の推移をみると増減の「バランス」が不安定に見えますが、 “特定財源”が主な要因となっています。

「当別町財政運営方針」は、町の財政状況を客観的に把握し、安定した財政運営を維持するため、取組期間を「令和元
年度から令和１０年度まで」として策定したもので、中間年となる『令和５年度決算』を終えたことから、中間評価を行
いました。
これまでの取組期間中、新型コロナウイルス感染症の蔓延や⾧引く物価高騰等に直面しましたが、令和５年度決算にお

いて、本方針における全ての目標を達成いたしました。

地方債の発行に頼ると、基金の取り崩しは減るものの後年度の償還が増えます。一方、地方債の発行を抑制すると、基
金の取り崩しが増えることになります。自主税源の確保が難しい状況のなか、これからも安定的な財政運営を維持するた
め、「まちづくり基金」をはじめとする“特定目的基金”を確保しつつ、「世代間の公平性」と「後年度の財政負担」の“バ
ランス”を重視し、地方債の発行には後年度の地方財政措置（地方交付税の算定）があるメニューを最大限活用するなど、
本方針に定められた「4つの目標」の達成を目指します。
なお、今後見込まれる「役場庁舎の更新」や「北海道医療大学移転対策」などは、町財政に大きな影響をおよぼす可能

性があります。これら施策の推進状況と「子育て支援」「人口減少対策」など国の動向や社会情勢を踏まえ、必要に応じ
て、本方針の見直しを検討します。

●歳入については、取組期間中の全年度で本方針の推計より増加しています。

取組期間中、「とうべつ学園の建設」をはじめ多くの多くの大型普通建設事業（投資的事業）を行いました。
その主な事業については、以下のとおりです。


